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東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
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の
一
部
を
改
正
す
る
庁
令
案
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○
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
復
興
推
進
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
っ
て
個
人
事
業
者
又
は
法
人
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の

イ

産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
多
数
の
被
災
者
が
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
又
は
生
産
活
動
の
基

盤
に
著
し
い
被
害
を
受
け
た
地
域
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
確
保
に
寄
与
す
る
事
業
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

イ
に
規
定
す
る
地
域
に
お
い
て
建
築
物
の
建
築
及
び
賃
貸
を
す
る
事
業
で
あ
っ
て
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
寄
与
す
る
も
の

ハ

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
相
当
数
の
住
宅
が
滅
失
し
た
地
域
に
お
い
て
賃
貸
住
宅
の
供
給
を
行
う
事
業
で
あ
っ
て
居
住
の
安
定
の
確
保
に
寄
与
す
る

も
の

ニ

農
林
水
産
業
、
社
会
福
祉
、
環
境
の
保
全
そ
の
他
の
分
野
に
お
け
る
各
般
の
課
題
の
解
決
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
復
興
推
進
計
画
の
区
域
に
お
け

る
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
推
進
に
資
す
る
経
済
的
社
会
的
効
果
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業

三
・
四

（
略
）

４
～

（
略
）

14

第
四
十
一
条

認
定
復
興
推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
第
二
条
第
三
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
（
当
該
事
業
を
行
う
こ

と
に
つ
い
て
適
正
か
つ
確
実
な
計
画
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
当
該
認
定
復
興
推
進

計
画
を
作
成
し
た
認
定
地
方
公
共
団
体
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
「
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
認
定
復
興
推
進
計
画
に
定

め
ら
れ
た
復
興
居
住
区
域
の
区
域
内
に
お
い
て
新
た
に
取
得
し
、
又
は
建
設
し
た
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、
震
災
特
例
法
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）
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行
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平
成
二
十
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（
法
第
四
十
一
条
第
一
項

の
指
定
事
業
者
の
要
件
）

第
二
十
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

指
定
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
指
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
復
興
推
進
事
業
（

法
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
復
興
推
進
事
業
の
う
ち
、
同
項
第
二
号

ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
適
正
か
つ
確
実
な
計
画
（
次
号
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
「
指
定
事
業
者
事
業
実
施
計
画
」
と
い
う
。

）
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

指
定
事
業
者
事
業
実
施
計
画
が
認
定
復
興
推
進
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

指
定
に
係
る
復
興
推
進
事
業
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

指
定
に
係
る
復
興
推
進
事
業
を
安
定
し
て
行
う
た
め
に
必
要
な
経
済
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

（
法
第
四
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
指
定
事
業
者
の
指
定
の
申
請
手
続
等
）

第
二
十
二
条

（
略
）

５

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
書
の
交
付
に
際
し
、
指
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
指
定
の
有

効
期
間
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

６
・
７
（
略
）

８

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
書
の
交
付
を
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
前
項
の
届
出
に
お
い
て
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た

希
望
す
る
指
定
の
有
効
期
間
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
変
更
後
の
希
望
す
る
指
定
の
有
効
期
間
を
考
慮
し
て
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
っ
て
付
し
た

指
定
の
有
効
期
間
を
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
～

（
略
）
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